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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
三
十
五
号 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の

相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

  
 



１ 購入等件名及び数量 

  コミュニケーション基盤保守運用業務 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県企画財政部情報システム戦略課システム支援・セキュリティ担当 埼玉県

さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  令和８年１月30日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  株式会社日立製作所 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 

５ 契約金額 

  161,185,200円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約とした理由 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第１

項第２号に該当 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
三
十
六
号 

 
令
和
四
年
埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
七
十
九
号
（
旅
館
業
法
施
行
条
例
第
一
条
の
二
第
四
号
に
該

当
す
る
施
設
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 

加
須
市
の
表
埼
玉
県
立
加
須
げ
ん
き
プ
ラ
ザ
の
項
を
削
る
。 

神
川
町
の
表
埼
玉
県
立
神
川
げ
ん
き
プ
ラ
ザ
の
項
を
削
る
。 

                      



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
三
十
七
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
、

葛
西
用
水
路
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
に
就
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り

届
出
が
あ
っ
た
。 

令
和
八
年
三
月
三
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

職
名 

 

氏 
 

 

名 
 

 
 

 

住 
 

 
 

 

所 

監
事 

永 

瀬 

清 

髙 
 

埼
玉
県
吉
川
市
三
輪
野
江
二
丁
目
百
五
十
三
番
地 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
三
十
八
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
、

葛
西
・
羽
生
領
島
中
領
土
地
改
良
区
連
合
か
ら
役
員
に
就
任
し
た
者
及
び
役
員
を
退
任
し
た
者
の

氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

令
和
八
年
三
月
三
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

就
任 

 

職
名 

 

氏 
 

 

名 
 

 
 

 

住 
 

 
 

 

所 

 

理
事 

小
森
谷 

 
 
 

男 
 

埼
玉
県
幸
手
市
北
一
丁
目
二
番
二
十
号 

 

同 
 

奥 

貫 

榮 

市 
 

同 
 

同 
 

平
須
賀
一
丁
目
二
百
十
七
番
地 

 
 

同 
 

野 

口 

一 

栄 
 

同 
 

北
葛
飾
郡
杉
戸
町
倉
松
二
丁
目
十
三
番
七
号 

 

同 
 

海
老
原 

葉 

子 
 

同 
 

同 
 

 
同 

 

大
字
本
島
二
千
六
百
六
十
八
番
地 

二 

退
任 

 
 

職
名 

 

氏 
 

 

名 
 

 
 

 

住 
 

 
 

 

所 

 

理
事 

谷 

山 

武 

男 
 

埼
玉
県
加
須
市
北
大
桑
六
百
一
番
地
一 

 

同 
 

山 

崎 

正 

義 
 

同 
 

北
葛
飾
郡
松
伏
町
大
字
築
比
地
七
百
四
十
七
番
地 

 

同 
 

林 
 

 

成 

夫 
 

同 
 

吉
川
市
大
字
三
輪
野
江
千
四
百
三
十
番
地 

 

同 
 

奥 

貫 

榮 

市 
 

同 
 

幸
手
市
平
須
賀
一
丁
目
二
百
十
七
番
地 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
三
十
九
号 

河
川
区
域
の
廃
止
に
よ
り
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
の
で
、
河
川
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令

第
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
埼
玉
県
県
土
整
備
部
河
川
環
境
課
及
び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

河
川
の
名
称 

 
 

荒
川
水
系
一
級
河
川
市
野
川 

二 

廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
日 

三 

廃
川
敷
地
等
の
位
置 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見
町
大
字
南
吉
見
字
城
山
二
十
一
番
十
一 

四 

廃
川
敷
地
等
の
種
類
及
び
数
量 

 
 

土
地 

 
 

二
三
・
三
〇
平
方
メ
ー
ト
ル 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
四
十
号 

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
八
年
二
級

建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。 

 

な
お
、
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
は
、
埼
玉
県
指
定
試
験
機
関
で
あ
る
公
益
財
団
法
人
建
築

技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
に
行
わ
せ
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

試
験
の
期
日
及
び
時
間 

 

イ 

二
級
建
築
士
試
験 

 
 

⑴ 

学
科
の
試
験 

 
 

 
 

令
和
八
年
七
月
五
日
（
日
） 

 
 

 
 

午
前
十
時
十
五
分
か
ら
午
後
五
時
二
十
分
ま
で 

 
 

⑵ 

設
計
製
図
の
試
験 

 
 

 
 

令
和
八
年
九
月
十
三
日
（
日
） 

 
 

 
 

午
前
十
一
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で 

 

ロ 

木
造
建
築
士
試
験 

 
 

⑴ 

学
科
の
試
験 

 
 

 
 

令
和
八
年
七
月
二
十
六
日
（
日
） 

 
 

 
 

午
前
十
時
十
五
分
か
ら
午
後
五
時
二
十
分
ま
で 

 
 

⑵ 

設
計
製
図
の
試
験 

 
 

 
 

令
和
八
年
十
月
十
一
日
（
日
） 

 
 

 
 

午
前
十
一
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で 

二 

試
験
会
場 

 

イ 

二
級
建
築
士
試
験 

 
 

⑴ 

学
科
の
試
験 

 
 

 
 

㈠ 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
見
沼
区
深
作
三
百
七
番
地 

 
 

 
 

 
 

芝
浦
工
業
大
学
（
大
宮
キ
ャ
ン
パ
ス
） 

 
 

 
 

㈡ 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
南
区
鹿
手
袋
四
丁
目
一
番
七
号 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
建
産
連
研
修
セ
ン
タ
ー 

 
 

⑵ 

設
計
製
図
の
試
験 

 
 

 
 

㈠ 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
見
沼
区
深
作
三
百
七
番
地 

 
 

 
 

 
 

芝
浦
工
業
大
学
（
大
宮
キ
ャ
ン
パ
ス
） 

 
 

 
 

㈡ 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
南
区
鹿
手
袋
四
丁
目
一
番
七
号 



 
 

 
 

 
 

埼
玉
建
産
連
研
修
セ
ン
タ
ー 

 

ロ 

木
造
建
築
士
試
験 

 
 

⑴ 

学
科
の
試
験 

 
 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
南
区
鹿
手
袋
４
丁
目
一
番
七
号 

 
 

 
 

埼
玉
建
産
連
研
修
セ
ン
タ
ー 

 
 

⑵ 

設
計
製
図
の
試
験 

 
 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
南
区
鹿
手
袋
４
丁
目
一
番
七
号 

 
 

 
 

埼
玉
建
産
連
研
修
セ
ン
タ
ー 

三 

受
験
資
格 

 
 

建
築
士
法
第
十
五
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

四 

受
験
申
込
手
続 

 
 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

イ 

受
験
申
込
受
付
期
間 

 
 

 

令
和
八
年
四
月
一
日
（
水
）
午
前
十
時
か
ら
令
和
八
年
四
月
十
四
日
（
火
）
午
後
四
時
ま

で 

 

ロ 

受
験
申
込
方
法 

 
 

 

公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
j
a
e
i
c
.
o
r
.
j
p
/

）
に
お
い
て
、
必
要
な
事
項
を
入
力
し
、
申
し
込
む
こ
と
。 

 
 

 

な
お
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
申
込
み
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
正
当
な
理
由
が

あ
る
場
合
に
は
、
令
和
八
年
四
月
七
日
（
火
）
ま
で
に
公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及

セ
ン
タ
ー
本
部
に
申
し
出
る
こ
と
。 

五 

設
計
製
図
の
試
験
の
課
題
発
表 

イ 

二
級
建
築
士
試
験 

 

⑴ 

発
表
の
日 

 

令
和
八
年
六
月
二
十
四
日
（
水
）
頃 

⑵ 

発
表
の
方
法 

 

公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
j
a
e
i
c
.
o
r
.
j
p
/

）
に
お
い
て
公
表
す
る
。 

ロ 

木
造
建
築
士
試
験 

 

⑴ 

発
表
の
日 

 
 

 

令
和
八
年
七
月
八
日
（
水
）
頃 

 

⑵ 

発
表
の
方
法 

 
 

 

公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
j
a
e
i
c
.
o
r
.
j
p
/

）
に
お
い
て
公
表
す
る
。 



六 

合
格
の
発
表 

 

イ 

学
科
の
試
験 

 
 

⑴ 

二
級
建
築
士
試
験 

 
 

 
㈠ 

発
表
の
日 

 
 

 
 

 
令
和
八
年
八
月
二
十
四
日
（
月
）
（
予
定
） 

 
 

 

㈡ 

発
表
の
方
法 

 
 

 
 

 

公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

（h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
j
a
e
i
c
.
o
r
.
j
p
/

）
等
に
お
い
て
公
表
す
る
と
と
も
に
、
合
格
者
に
合

格
し
た
旨
を
、
不
合
格
者
に
不
合
格
の
旨
及
び
成
績
を
通
知
す
る
。 

 
 

⑵ 

木
造
建
築
士
試
験 

 
 

 

㈠ 

発
表
の
日 

 
 

 
 

 

令
和
八
年
八
月
二
十
四
日
（
月
）
（
予
定
） 

 
 

 

㈡ 

発
表
の
方
法 

 
 

 
 

 

公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
j
a
e
i
c
.
o
r
.
j
p
/

）
等
に
お
い
て
公
表
す
る
と
と
も
に
、
合
格
者
に
合

格
し
た
旨
を
、
不
合
格
者
に
不
合
格
の
旨
及
び
成
績
を
通
知
す
る
。 

 

ロ 

設
計
製
図
の
試
験 

 
 

⑴ 

発
表
の
日 

 
 

 
 

令
和
八
年
十
二
月
三
日
（
木
）
（
予
定
） 

 
 

⑵ 

発
表
の
方
法 

 
 

 
 

公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
j
a
e
i
c
.
o
r
.
j
p
/

）
等
に
お
い
て
公
表
す
る
と
と
も
に
、
合
格
者
に
合
格

し
た
旨
を
、
不
合
格
者
に
不
合
格
の
旨
及
び
成
績
を
通
知
す
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
四
十
一
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

  



１ 購入等件名及び数量 

  令和７年度埼玉県立学校タブレット端末等賃貸借 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県教育局県立学校部ＩＣＴ教育推進課企画・総合調整担当 埼玉県さいた

ま市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和７年12月24日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 東京都港区港南２丁目15番３号 

５ 落札金額 

  171,673,150円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和７年11月14日 



告

示 

埼
議
選
南
第
二
区
告
示
第
二
号 

 
令
和
八
年
三
月
八
日
執
行
の
埼
玉
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
（
南
第
二
区 

川
口
市
）
に
お
け
る

選
挙
会
の
参
観
人
員
を
百
人
に
制
限
す
る
。 

 
 

 

令
和
八
年
三
月
三
日 

 

埼
玉
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
南
第
二
区 

川
口
市
選
挙
長 

板 

橋 

智 

之 
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